
 

 

 

 

 

 

 

地域創業助成金 
 

地域創業助成金（以下「助成金」といいます。）は、地域貢献事業（※１）を行う法人

を設立又は個人事業を開業し、６５歳未満の非自発的離職者（※２）を１人以上含む２人

以上の常用労働者を雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて支

援する助成金です。 

 

このご案内は、平成 19 年 10 月 1 日以降に事業計画の認定申請を行う事業主の方に向けたもの

です。 

 

 

 
支給対象となる事業主 

 受給できるのは、次の(1)から(12)のいずれにも該当する事業主です。 

(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。 

(2)法人の設立又は個人事業の開業（以下「法人等の設立」といいます。）後６ヶ月以内に地域貢

献事業計画書を提出し、認定を受けた事業主であること。（注１） 

(3)認定を受けた計画に基づき、地域貢献事業を主たる事業として行う法人等を新たに設立する事

業主であること。（注２） 

(4)事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営す

るものであること。 

(5)次の①から④の条件を満たす労働者（以下「創業支援対象労働者」といいます。）を２人以上

（ただし、非自発的離職者自らが法人等の設立を行う場合は、１人以上）雇用している事業主で

あること。 

① 雇用保険の一般被保険者（雇用保険の被保険者のうち高年齢継続被保険者、短期雇用特例

被保険者及び日雇労働被保険者を除く。） 

② 雇入れ日現在で６５歳未満の者 

③ 法人等の設立の日から平成２０年３月３１日までに雇い入れられた者 

④ 雇入れから３ヶ月以上経過した者 

(6)創業支援対象労働者のうち、１人以上が非自発的離職者であること。ただし、非自発的離職者

自らが法人等の設立を行う場合は、この限りでない。 

(7)資本、資金、人事、取引等の状況からみて、親会社、子会社又は関連会社とほぼ同等の関係に

ある事業主が行う事業と、事業内容に関し同一性が認められる事業を行っていないこと。 

（注）既存の会社が、行っていない事業分野について、新たな会社を設立する場合には、支給対象と

なります。 

(8)法人等の代表者が、事業内容に同一性が認められる他の個人事業主若しくは法人の代表者でな

いこと、又はこれらであった者でないこと。 
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(9)法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員（その数が３人以上であるものに限る。）

の過半数が、事業内容に同一性が認められる事業を行う他の事業主の役員である者、又は役員で

あった者でないこと。 

(10)雇用調整方針を届け出た事業主又は雇用対策法に基づく再就職援助計画を提出し、その認定

を受けた事業主以外からの営業譲渡、営業の賃貸借、営業の委託等に伴い設立された法人等の事

業主でないこと。 

(11)法人等の設立の日から、助成金の支給が決定される日までの間に当該法人等が雇用する雇用

保険の被保険者（雇用保険の被保険者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除

く。）を事業主都合で解雇したことがない事業主であること。 

(12)助成金の支給決定等に必要な労働関係帳簿類（出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名

簿等）を備えている事業主であること。 

 

 

 
支給金額 

1  新規創業支援金 

  法人等の設立の日から 6 ヶ月以内に要し、かつ 6 ヶ月以内に支払った次のイからハに該当す

る対象経費（人件費を除きます。）の合計額に 3分の 1（＊１）を乗じた額（以下「基準額」と

いいます。）が支給されます。ただし、雇用調整方針（＊２）の対象者、雇用対策法の再就職援

助計画又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の求職活動支援書等の対象者(以下「雇用調

整方針対象者等」といいます。)の雇入れ状況、及び非自発的離職者の雇入れ状況のそれぞれに

応じて上限額は下表のとおりとなります。 

（＊１）北海道、青森県、秋田県、高知県、長崎県、鹿児島県及び沖縄県に主たる事業所を

設置している事業主については 2分の 1 

（＊２）不良債権処理の加速に伴い雇用調整を行わざるを得なくなった事業主が、雇用調整の

見通しと、その対象者について、公共職業安定所に届け出たもの 

イ 法人設立又は個人事業の開業に関する事業計画作成費 

   経営コンサルタント等の相談経費（雇用管理に係る相談経費を除きます。）及び法人設立の

登記又は開業に関する開廃業等届出書の作成等の代行費用等 

ただし、助成金の算定基礎の対象経費としては、75 万円を限度とします。 

 ロ 職業能力開発経費 

   事業を円滑に運営するための、役員又は従業員に対する教育訓練経費 

 ハ 設備･運営経費 

   事業所の改修工事費、設備・備品、事務所借料、広告宣伝費等の設備・運営費（人件費を

除きます。） 

      ただし、事務所借料等についての助成金の算定基礎の対象経費としては、6 ヶ月分を限度

とします。 
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［表：新規創業支援金の上限額］ 

雇用調整方針対象者等の雇入れ  

 あ る な い 

   500 万円 

(300 万円) 

        （*2） 

400 万円 

(200 万円) 

       （*2） 

 

   
400 万円 

(200 万円) 

（*2） 

350 万円 

(150 万円) 

（*2） 

創業支援対象

労 働 者 の う

ち、非自発的

離職者の雇入

れ人数 

３人以上 

２人以下 

（*1） 

（*1）０人の場合は、非自発的離職者自らが法人等の設立を行う場合に限る。 

（*2）金額は創業支援対象労働者の雇入れ人数が 5 人以上の場合の上限額(( )内は 4 人以下で

ある場合の上限額)。 

 

2  雇入れ奨励金及び追加雇入れ奨励金 

創業支援対象労働者のうち非自発的離職者（以下「雇入支援対象労働者」といいます。）1人

につき 30 万円が支給されます。ただし 100 人分が限度となります。 

 

3  追加新規創業支援金 

創業支援対象労働者の雇入れが 4 人以下であった事業主であって、新規創業支援金の支給を

すでに受けた後に、創業支援対象労働者を追加して雇い入れ、創業支援対象労働者が 5 人以上

になったことに伴う差額が以下のとおり支給されます。 

 イ 基準額が表の各上段に定める額（雇入れ人数が 5人以上の場合の上限額）以上の額の場合 

  各上段に定める額（雇入れ人数が 5 人以上の場合の上限額）から新規創業支援金の支給額を

減じた額 

 ロ 基準額が表の各上段に定める額（雇入れ人数が 5人以上の場合の上限額）に満たない場合 

  基準額から新規創業支援金の支給額を減じた額 

 

 

 

 

支給申請等の手続き 

1  地域貢献事業の認定申請 

  法人等の設立の日の翌日から起算して 6 ヶ月を経過する日までに事業計画の認定申請を都道

府県雇用開発協会に行うことが必要です。（注１） 

法人等の設立の前に事業計画の認定申請を行う場合は、法人等の設立を事業計画の認定から

3ヶ月後までに行う必要があります。（注２） 

 

2  支給申請 

 イ 新規創業支援金又は雇入れ奨励金 

創業支援対象労働者が 5 人（5 人に満たない場合は 2 人目（非自発的離職者自らが創業す
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る場合は 1人目））に達した日から 3ヶ月を経過する日以降であって、支給申請に係る創業支

援対象労働者の最後の雇入れ日から 3 ヶ月を経過する日以後、当該日の翌日から起算して 1

ヶ月を経過する日までの間に、新規創業支援金及び雇入れ奨励金の支給申請をすることがで

きます（ただし、法人等の設立の日から７ヶ月を経過する日までは支給申請可能）。（注３） 

 ロ 追加雇入れ奨励金 

    最初の支給申請後、法人等の設立の日から平成２０年３月３１日までに新たに雇入支援対

象労働者を雇い入れたときは、雇入れの日から 3 ヶ月を経過する日の翌日から起算して 1 ヶ

月以内に、雇入れ奨励金について、追加支給申請をすることができます。（注３） 

ハ 追加新規創業支援金 

    創業支援対象労働者の雇入れが 4 人以下であった事業主であって、すでに新規創業支援金

の支給を受けた事業主が、その後、法人等の設立の日から平成２０年３月３１日までに新た

に創業支援対象労働者を雇い入れ、創業支援対象労働者がはじめて 5 人に達したときは、創

業支援対象労働者の雇入れが 5 人に達した日から 3 ヶ月を経過する日以降であって、支給申

請に係る創業支援対象労働者の最後の雇入れ日から３ヶ月を経過する日以後、当該日の翌日

から起算して 1 ヶ月を経過するまでの間に、新規創業支援金について、追加の支給申請をす

ることができます。（注３） 

 

 

（注１）平成１９年１２月３１日以降の創業に係る地域貢献事業計画書の申請期限は、平成 

２０年６月３０日までとなります。 

（注２）平成２０年３月３１日までに法人等を新たに設立した事業主が助成金の対象となりま

す。 

（注３）支給申請期限が平成２０年７月３１日を越える場合は、平成２０年７月３１日までが

支給申請期限となります。 
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※１ 地域貢献事業  

以下の地域貢献事業を行うために設立された法人又は開業した個人が対象となります。 

① 個人・家庭向けサービス 

 （個人や家庭のさまざまな必要に応じ、家事や雑務の代行などキメの細かいサービスを提供

するコンシェルジェ（なんでもサービス）産業、健康支援産業、生活空間移動支援サービス） 

  コンシェルジェサービス（家事や庶務代行サービス、クリーニング、料理代行サービス、

衣服裁縫修理業、自動車整備業、機械修理業、物品預り業、冠婚葬祭業、資産運用）、ライフ

モビリティサービス（自家用移動サービス、コミュニティバスサービス）、福祉輸送サービス

事業、福祉用具リース・レンタル・リペア業、健康増進（リフレッシュ）サービス（旅行サ

ービス、スポーツ関連サービス、健康機器リース・レンタル事業、健康機器修理事業、ビュ

ーティケアサービス）、理容業、美容業、コンテンツ・クリエーション、その他の生活関連サ

ービス業 

② 社会人向け教育サービス 

ビジネススクール、社会人教育訓練機関、語学学校、学習支援業（eラーニングなど）、職

業訓練教育 

③ 企業・団体向けサービス 

  （企業や地方公共団体の経営効率化のために情報技術を駆使してさまざまな専門的な支援や

人材を提供するサービス） 

   情報サービス業、ソフトウェア業、情報処理サポート事業、インターネット付随サービス

業、道路貨物運送業、人材派遣、ビルメンテナンス、警備・セキュリティ、デザイン・機械

設計業、各種物品リース業、医療関連機器リース・レンタル事業、広告代理業、通訳・翻訳

業、その他の事業サービス業 

④ 住宅関連サービス 

不動産評価、住宅・建築物確認検査事業、不動産仲介・売買、リフォーム工事業、不動産

管理業、不動産鑑定業 

⑤ 子育てサービス 

保育所、放課後託児サービス（放課後児童クラブ）、チャイルドケア（ベビーシッター）、

児童福祉事業（児童相談所、児童館、児童養護施設）、学習塾 

⑥ 高齢者ケアサービス 

住宅型介護サービス、在宅介護サービス 

⑦ 医療サービス 

在宅医療支援、病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、療術業、健康相談施設、

その他の保健衛生 

⑧ リーガルサービス 

法律事務所、特許事務所、司法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、社会保険

労務士事務所、行政書士事務所 
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⑨ 環境サービス 

廃棄物処理、リサイクル事業 

 ⑩ 地方公共団体からのアウトソーシング 

 ⑪ 地域重点分野 

 

 

 

   
※２ 非自発的離職者 

助成金の対象となる非自発的離職者は、前職において雇用保険の一般被保険者として雇用され

ていた方で、次の理由により離職した方をいいます。 

① 解雇（自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。） 
② 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合 
③ 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合 
④ 定年 
⑤ 継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる離職 
⑥ 移籍出向（出向のうち出向元事業主における雇用関係を終了する場合をいう。） 

 

 

このご案内は地域創業助成金の概要を示したものです。 

詳細については、法人等の主たる事業所を設置（設置予定を含む）している地域を業務担当区

域とする都道府県雇用開発協会にお問い合わせください。 
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